
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３６の検証を行うため、組合員が勤務時間外に自分の超勤実績

を知るため管理者へ聞きに行ったところ｢何に使うのですか｣と理

由を聞かれ、実績が示されなかった事象が発生しました。なぜ理

由が必要なのか聞くと、「横流しされると困る」「組合で使うから

超勤を知りたいではダメです」ということでした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由がないとダメだ！ 

支社から指導されている 


